
亀 山 市 告 示 第 １ ３ ２ 号  

地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 ２ ６ ０ 条 の ２ 第 １ １ 項

の 規 定 に よ り 地 縁 に よ る 団 体 の 告 示 事 項 変 更 の 届 出 が あ っ た の で 、

同 条 第 １ ０ 項 の 規 定 に よ り 、 次 の と お り 告 示 す る 。  

  令 和 ２ 年 ６ 月 ２ ２ 日  

亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

 

１  変 更 が あ っ た 地 縁 に よ る 団 体 の 名 称  

  加 太 市 場 自 治 会  

２  変 更 が あ っ た 事 項 及 び そ の 内 容  

規 約 に 定 め る 目 的  

変 更 前  生 活 環 境 の 改 善  

  変 更 後  生 活 環 境 ・ 地 域 社 会 の 改 善 及 び 維 持 管 理  

３  変 更 の 年 月 日  

令 和 ２ 年 ５ 月 ３ １ 日  

４  変 更 の 理 由  

  生 活 環 境 の み な ら ず 、 地 域 社 会 も 含 め て 改 善 及 び 維 持 管 理 を 目

的 と す る 。 こ れ は 地 域 の 荒 廃 を 防 ぐ た め に も 、 地 域 全 体 と し て 維

持 管 理 の 目 を 持 つ こ と を 目 的 と す る 。  

 


